
平成２１年３月期第１四半期決算短信の開示状況について 

 

 

平成２０年１０月１４日 

株式会社東京証券取引所 

 

当取引所では、四半期報告制度の導入に伴う対応の一環として、従来の四半期開示であ

る「四半期財務・業績の概況」について、平成２０年４月１日より開始する事業年度に係

る四半期より「四半期決算短信」に名称変更するとともに、開示項目及び構成の見直しを

行っています。 

したがって、平成２１年３月期に係る第１四半期決算短信は、新様式により作成される最

初の四半期開示であるため、今後の上場会社における四半期決算短信の作成にあたり参考の

用に供することなどを目的として、平成２１年３月期決算上場会社の第１四半期決算短信に

おける開示状況について調査を実施し、その結果について取りまとめました。 

 

なお、本調査については、平成２０年６月３０日現在の市場第一部・第二部及びマザーズ

上場内国会社（優先出資証券の上場会社を含む）のうち、３月末日を決算日とする１，７８

５社を対象としています。 
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Ⅰ 開示所要日数等 
 
１．全体の開示所要日数 
 
四半期決算短信については、四半期業績に関する速報という役割から、目安として３０日以

内に開示することがより望ましいと考えられます。 

平成２１年３月期第１四半期（以下、当第１四半期といいます。）における四半期決算短信の

平均開示所要日数は【資料Ⅰ－１】の通り３４．７日となっています。また、３０日以内に開

示を行った会社は全体の４３.４％にあたる７７５社であり、今後一層の開示の早期化が望まれ

るところです。 

なお、開示項目や公認会計士のレビューの有無が異なるため、単純に比較することはできま

せんが、参考までに前年同期（平成２０年３月期第１四半期）における平均開示日数は３３．

４日となっています。 

 

【資料Ⅰ－１ 四半期別平均開示日数】 
 

年度 平均開示日数（日） 

    平成２１年３月期第１四半期 ３４．７ 

（参考）平成２０年３月期第１四半期 ３３．４ 

（注）平成２０年３月期第１四半期については、市場第一部及び第二部上場企
業の平均開示日数を記載しています。 

 

市場別の平均開示日数は【資料Ⅰ－２】の通りであり、市場第一部上場会社が第二部上場会

社及びマザーズ上場会社に比べ、平均して１日程度短期間で開示を行っていますが、市場間で

開示日数に大きな差は見られませんでした。 

また、参考として前年同四半期と比較すると、市場第一部及び市場第二部上場会社について

は、全体の傾向と同様に１日程度の遅れが見られますが、マザーズ上場会社については反対に

平均開示日数の短縮が見られます。 

これは、前年同四半期の四半期開示である「四半期財務・業績の概況」において、マザーズ

上場会社に対しては他の市場への上場会社に比してより詳細な開示を求めていたのに対し、「四

半期決算短信」では、開示項目について、他の市場への上場会社と同様のものとしたため、結

果として開示項目が減少したことによるものであると考えられます。 

 

【資料Ⅰ－２ 市場別平均開示日数】 
 

所属部 
社数 

（社） 

平均開示日数 

（日） 

（参考） 

平成２０年３月期 

第１四半期 

市場第一部 １，３７１ ３４．５ ３３.１ 

市場第二部   ３３７ ３５．５ ３４.８ 

マザーズ    ７７ ３５．４ ３８.１ 

（注）優先出資証券の上場会社（１社）については、市場第一部に含めて記載しています。 
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業種別の平均開示日数は【資料Ⅰ－３】の通りであり、証券・証券先物取引業（２８.５日）

及び保険業（４２.３日）以外は３０日台での開示となっています（ただし、保険業について

は、前年同期（平成２０年度第１四半期）と比較すると、平均開示日数について約８日の大

幅な短縮が見られます。）。 

 

【資料Ⅰ－３ 業種別平均開示日数】 

業種 社数
（社） 割合 日数平均

（日）

（参考）
平成２０年３月期
第１四半期

水産・農林業 5 0.3% 36.4 33.7
鉱業 5 0.3% 39.6 38.8
建設業 115 6.4% 36.5 37.1
食料品 68 3.8% 34.1 32.9
繊維製品 38 2.1% 35.3 33.0
パルプ・紙 13 0.7% 35.4 33.0
化学 129 7.2% 35.4 33.5
医薬品 35 2.0% 33.5 31.6

石油・石炭製品 8 0.4% 32.9 35.1
ゴム製品 14 0.8% 36.6 36.7

ガラス・土石製品 30 1.7% 37.9 37.4
鉄鋼 42 2.4% 32.3 32.8

非鉄金属 33 1.8% 35.5 32.7
金属製品 42 2.4% 35.6 36.0
機械 138 7.7% 35.3 34.6

電気機器 172 9.6% 34.0 31.5
輸送用機器 79 4.4% 33.4 32.5
精密機器 29 1.6% 36.8 33.9
その他製品 46 2.6% 35.7 33.1
電気・ガス業 20 1.1% 30.9 30.5
陸運業 42 2.4% 35.2 35.4
海運業 12 0.7% 32.8 31.2
空運業 5 0.3% 35.2 31.3

倉庫・運輸関連業 25 1.4% 34.7 35.3
情報・通信業 126 7.1% 33.5 32.0
卸売業 145 8.1% 34.1 32.6
小売業 77 4.3% 34.7 33.2
銀行業 88 4.9% 35.9 31.4

証券・商品先物取引業 19 1.1% 28.5 25.9
保険業 9 0.5% 42.3 50.9

その他金融業 30 1.7% 34.2 31.9
不動産業 47 2.6% 33.7 33.0
サービス業 99 5.5% 35.8 35.4
全社合計 1,785 100.0% 34.7 33.4  

（注）優先出資証券の上場会社（１社）については、「銀行業」に含めて記載しています。 

 

 

２．決算発表日から四半期報告書提出日までの日数 
 
四半期決算短信は、法定の四半期開示である四半期報告書において開示が求められる情報の

うち、特に重要な情報を四半期報告書の提出に先立って可及的速やかに投資者に伝えるための

速報として位置付けられることから、四半期決算短信は四半期報告書よりもある程度早期に開

示されることが望まれます。 
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当第１四半期における決算発表日から四半期報告書提出日までの全社平均日数は【資料Ⅰ－

４】の通り８．１日となっており、全体としては、決算発表日から四半期報告書提出日までの

日数についてはある程度の開きが見られます。 
 
【資料Ⅰ－４ 決算発表日から四半期報告書提出日までの全社平均日数】 
 

年度 平均日数（日） 

平成２１年３月期第１四半期 ８．１ 

（詳細）市場第一部 ８．３ 

    市場第二部 ７．５ 

    マザーズ ８．０ 

（注）優先出資証券の上場会社（１社）については、市場第一部に含めて記載しています。 

 

しかし、日数別の詳細である【資料Ⅰ－５】によると、四半期決算発表と四半期報告書の提

出がほぼ同日に行われている会社（日数差なし：２００社（全体の１１．２％）、１日差：１０

５社（同５．９％））も多く見られ、今後これらの会社を中心に決算短信の役割を考慮した上で

の発表日の早期化が望まれるところです。 

 

【資料Ⅰ－５ 決算発表日から四半期報告書提出日までの平均日数（日数別）】 
 

社数 累積社数
0 200 200 11.2% 11.2%
1 105 305 5.9% 17.1%
2 75 380 4.2% 21.3%
3 70 450 3.9% 25.2%
4 90 540 5.0% 30.3%
5 91 631 5.1% 35.4%
6 141 772 7.9% 43.2%
7 100 872 5.6% 48.9%
8 117 989 6.6% 55.4%
9 72 1,061 4.0% 59.4%
10 49 1,110 2.7% 62.2%
11 53 1,163 3.0% 65.2%
12 99 1,262 5.5% 70.7%
13 129 1,391 7.2% 77.9%
14 156 1,547 8.7% 86.7%
15 109 1,656 6.1% 92.8%
16 43 1,699 2.4% 95.2%
17 20 1,719 1.1% 96.3%
18 15 1,734 0.8% 97.1%
19 15 1,749 0.8% 98.0%
20 26 1,775 1.5% 99.4%
21 3 1,778 0.2% 99.6%
22 2 1,780 0.1% 99.7%
23 1 1,781 0.1% 99.8%
25 2 1,783 0.1% 99.9%
33 1 1,784 0.1% 99.9%
38 1 1,785 0.1% 100.0%

日数差 社数（社） 比率 累積比率
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また、決算発表日から四半期報告書提出日までの平均日数を業種別に分類した資料は【資料

Ⅰ－６】の通りであり、四半期報告書の提出日はどの業種でも大きな差異は見られず、その結

果四半期決算短信の平均開示日数が少ない業種ほど決算発表日から四半期報告書提出日までの

平均日数が広がっている傾向にあります。 

 

【資料Ⅰ－６ 決算発表日から四半期報告書提出日までの平均日数（業種別）】 
 

業種 社数 四半期決算短信
平均開示日数 差日数平均

証券・商品先物取引業 19 28.5 15.4
電気・ガス業 20 30.9 12.6

鉄鋼 42 32.3 10.3
海運業 12 32.8 11.7

石油・石炭製品 8 32.9 11.1
輸送用機器 79 33.4 7.0
情報・通信業 126 33.5 9.5
医薬品 35 33.5 9.0
不動産業 47 33.7 8.6
電気機器 172 34.0 8.0
卸売業 145 34.1 9.1
食料品 68 34.1 9.4

その他金融業 30 34.2 9.0
倉庫・運輸関連業 25 34.7 9.3

小売業 77 34.7 9.3
陸運業 42 35.2 8.7
空運業 5 35.2 7.8
機械 138 35.3 7.2

繊維製品 38 35.3 7.2
パルプ・紙 13 35.4 9.1
化学 129 35.4 7.7

非鉄金属 33 35.5 8.1
金属製品 42 35.6 6.9
その他製品 46 35.7 6.7
サービス業 99 35.8 7.9
銀行業 88 35.9 8.4

水産・農林業 5 36.4 7.6
建設業 115 36.5 5.6
ゴム製品 14 36.6 6.1
精密機器 29 36.8 6.2

ガラス・土石製品 30 37.9 4.8
鉱業 5 39.6 4.0
保険業 9 42.3 2.0
全社合計 1,785 34.7 8.1  

（注）優先出資証券の上場会社（１社）については、「銀行業」に含めて記載しています。 
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Ⅱ サマリー情報の開示状況 
 
１．配当の状況の開示状況 

 
「配当の状況」欄においては、前期および当期の配当金額（当四半期以降の配当予想額を含

む）について、普通株式に係る現金配当の金額を記載することが求められています（優先株式

に係る配当の開示については、【資料Ⅱ－７】を参照。）。なお、当該項目については、記載欄自

体を削除することはできず、無配の場合であっても記載を省略することはできません。 

このうち、第２四半期以降の配当予想の開示状況は【資料Ⅱ－１】の通りであり、１，５８

０社（８８.５％）と多くの会社が配当予想に関する開示を行っています。 

 

【資料Ⅱ－１ 配当予想の開示状況】（単位：社） 
 

金額の記載あり 金額の記載なし 

特定の数値 

で記載 

レンジ方式 

で記載(*) 

未定である 

旨を記載 
配当予定なし 

１，５７２ 

（８８.１％） 

８ 

（０.４％） 

４２ 

（２.４％） 

１６３ 

（９.１％） 

 

また、四半期決算短信より配当予想の変更の有無について記載することとしていますが、こ

の状況については【資料Ⅱ－２】の通りです。 

 

【資料Ⅱ－２ 配当予想の変更の有無の開示状況】（単位：社） 
 

配当予想の変更 

で「有」を選択 

配当予想の変更 

で「無」を選択 

３０ 

（１.７％） 

１，７５４ 

（９８.３％） 
（注）配当予想の変更の有無についての記載がなかった会社（１社）

については表に含めていません。 
 

 

２．連結業績予想（連結財務諸表非作成会社は個別業績予想）の開示状況 
 
第１四半期決算短信においては、原則として第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想（連

結財務諸表非作成会社の個別業績予想を含む：以下、まとめて「業績予想」と記載。）を開示す

ることとしています。ただし、この通りに業績予想を開示できないことについて、やむを得な

い理由がある場合に限り、翌四半期の業績予想を開示するなど特別の対応を取ることも認めら

れます。 

当第１四半期の四半期決算短信における業績予想の開示状況は【資料Ⅱ－３】の通りであり、

原則どおり第２四半期累計期間及び通期の業績予想を開示している会社（①）が１，７１２社

（９５.９％）と大多数を占めています。このほか、業績管理を年次のみで行っていることなど

の理由により、通期の業績予想数値のみを開示している会社（②）は４２社（２.４％）見られ

ました。 
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また、通期の業績予想について、適切な予想数値の開示が困難であるなどのやむを得ない事

情があることを理由として、第２四半期累計期間のみの業績予想を開示している会社（③）及

び翌四半期の連結累計期間の業績予想を開示している会社（④）については、それぞれ４社（０.

２％）及び２社（０.１％）と少数ですが見られました。 

さらに、このような対応を取ることも困難であるとして、業績予想自体の開示を行っていな

い会社（⑤）についても２５社（１.４％）見られます。しかし、このような場合でも、記載要

領で定められている事項（合理的な理由、開示が可能となった時点で速やかに開示する旨及び

その時期の見込み）のほかに、業績を予測するために有用と思われる基礎データ（販売単価の

変動状況、販売量見込み、重要な固定費の金額など）を開示している例も見られました。 

 

【資料Ⅱ－３ 業績予想の開示状況】（単位：社） 
 

① ② ③ ④ ⑤ 

第２四半期累計 

期間及び通期の 

業績予想を記載 

通期の業績予想 

のみを記載 

第２四半期累計 

期間の業績予想 

のみを開示 

翌四半期の業績 

予想を開示 

業績予想の 

開示なし 

１，７１２ 

（９５.９％） 

４２ 

（２.４％） 

４ 

（０.２％） 

２ 

（０.１％） 

２５ 

（１.４％） 

 

また、配当予想の修正と同様に、業績予想の修正の有無についても四半期決算短信から記載

することとしています。この状況については【資料Ⅱ－４】の通りであり、３５６社（２０.０％）

が業績予想の変更について「有」を選択しています。 

 

【資料Ⅱ－４ 業績予想の変更の有無の開示状況】（単位：社） 
 

業績予想の変更 

で「有」を選択 

業績予想の変更 

で「無」を選択 

３５６ 

（２０.０％） 

１，４２７ 

（８０.０％） 
（注）配当予想の変更の有無についての記載がなかった会社（２社）

については表に含めていません。 
 

業績予想について、第１四半期のタイミングで修正の要否に関する検討を行っていない場合

は、サマリー情報の「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」の欄において、

その旨を記載することとしていますが、この記載状況については【資料Ⅱ－５】の通りです。 

 

【資料Ⅱ－５ 業績予想の修正の要否に関する検討の開示状況】（単位：社） 
 

記載あり 記載なし 

１６ 

（０.９％） 

１，７６９ 

（９９.１％） 
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３．その他の事項の開示状況 
 
四半期決算短信のサマリー情報への記載事項として、「４．その他」の中で、四半期（連結）

財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無について記載することと

されています。 

この有無については、「① 会計基準等の改正に伴う変更」と「② ①以外の変更」に分けて記

載することとされていますが、当第１四半期の開示状況については【資料Ⅱ－６】の通りです。 

なお、四半期決算短信の適用初年度については、「①」について必ず「有」を選択することと

していますが、「無」を選択している事例も見られました（米国会計基準適用会社及び特定事業

会社の第２四半期を除く。）。 

 

【資料Ⅱ－６ 会計方針の変更の有無の開示状況】（単位：社） 
 

①及び②の両方で 

「有」を選択 

①のみ「有」 

を選択 

②のみ「有」 

を選択 

①及び②の両方で 

「無」を選択 

６７２ 

（３７.７％） 

１，１０２ 

（６１.７％） 

２ 

（０.１％） 

９ 

（０.５％） 

 

また、連結財務諸表作成会社が個別業績予想について開示を行う場合や、優先株式に対する

配当を記載する場合など、サマリー情報の定型様式の中に記載することができない情報につい

ては、サマリー情報の定型様式の次にページを新設して記載することとしています。 

これらの情報についての開示状況は【資料Ⅱ－７】の通りです。 

 

【資料Ⅱ－７① 新たにページを設けて記載している情報の開示状況】（単位：社） 
 

個別業績予想を開示 

連結財務諸表 

作成会社のみ 

優先株式の配当 

状況を開示 

その他の情報 

を開示 

５６ 

（３.０％） 

３９ 

（２.２％） 

１５ 

（０.８％） 

（注）その他の情報を開示していない会社もあるため、上表の社数合計については、
本調査の調査対象社数（１，７８５社）とは異なっています。 

 

【資料Ⅱ－７② 「その他の情報」の開示例】 
 

・ 株式分割に伴う１株当たり情報の遡及修正資料 

・ 四半期末日現在の連結子会社数・持分法適用関連会社数 

・ 連結範囲の異動状況（特定子会社以外の子会社・持分法適用関連会社の異動も含む） 

・ 四半期末日以外の基準日における配当に関する情報（１株当たり配当金など） 
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４．サマリー情報の数値データの提出形式について 
 
四半期決算短信より、サマリー情報において開示する数値情報について、ＴＤｎｅｔを利用

したＸＢＲＬデータの提出が必須となっています。 

このＸＢＲＬデータの提出状況については【資料Ⅱ－８】の通りであり、ほとんどの会社が

ＸＢＲＬ形式によるサマリー情報の数値データの提出を行っています。 

 

【資料Ⅱ－８ サマリー情報のＸＢＲＬデータの提出状況】（単位：社） 
 

ＸＢＲＬデータを 

提出している 

ＸＢＲＬデータを 

提出していない 

１，７８２ 

（９９.８％） 

３ 

（０.２％） 
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Ⅲ 定性的情報・財務諸表等の開示状況 
 

１．定性的情報（経営成績）の開示状況 
 
経営成績に関する定性的情報については、期首からの累計期間における業務全般についての

開示や、セグメント（セグメント情報を開示している場合）・事業分野別などの動向に関する分

析について記載することとされています。 

当第１四半期における経営成績に関する定性的情報の開示状況については【資料Ⅲ－１】の

通りであり、具体的な数値を用いて経営成績に関する説明を行っている会社（①＋②＋③）が

大多数を占めています。 

また、全社の状況に関する記載だけでなく、セグメントごとの状況についても記載している

会社（①＋③＋④）も１，１０８社（６２.１％）と多く見られます。 

 

【資料Ⅲ－１ 定性的情報（経営成績）の開示状況】（単位：社） 
 

数値を用いて説明 数値は用いず説明 

① ② ③ ④ ⑤ 

文章説明、数値 

ともに全社・セグ 

メントごとに記載 

全社の状況のみ 

数値を用いて説明 

全社の状況は数値、

セグメントの状況 

は文章で説明 

全社及びセグメン 

トの状況について 

文章で説明 

全社の状況のみ 

文章で説明 

１，０３１ 

（５７.８％） 

６７０ 

（３７.５％） 

７３ 

（４.１％） 

４ 

（０.２％） 

７ 

（０.４％） 

 

 

２．「会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」の開示状況 
 
定性的情報の一部として記載される「四半期（連結）財務諸表作成に係る会計処理の原則・

手続、表示方法等の変更」には、四半期（連結）累計期間に係る会計方針の変更について、そ

の変更内容が記載されます。 

この変更内容についての記載状況は【資料Ⅲ－２】の通りであり、当期は多くの会計基準が

適用されたことに伴い、「会計方針の変更」に関する記載内容も多岐に渡っています。 

 

また、本来、当欄の記載は会計方針の変更のみに限り記載することとしていますが、会計方

針の変更には該当しない固定資産の耐用年数の変更について記載している例も４０８社（２２.

９％）見られました（なお、このうち３７９社については、「追記情報」として他の記載事項と

明確に区別した上で記載を行っています。）。 
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【資料Ⅲ－２ 会計方針の変更内容の開示状況】（単位：社） 
 

① ② ③ 

当期より「四半期会計基準」 

及び「四半期財規」を適用 

している旨を記載 

当期より「リース会計基準」 

を適用している旨を記載 

当期より「棚卸資産の 

会計基準」を適用して 

いる旨を記載 

１，７１２ 

（９５.９％） 

８７６ 

（４９.１％） 

１，３７９ 

（７７.３％） 

④ ⑤ ⑥ 

当期より「在外子会社の会計 

処理に関する当面の取扱い」を 

適用している旨を記載 

当期より固定資産の耐用 

年数を変更している旨を記載 

①～⑤以外の会計方針の 

変更について記載 

７９６ 

（４４.６％） 

４０８ 

（２２.９％） 

２８７ 

（１６.１％） 

 

 

３．キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報の開示状況 
 
四半期決算短信を開示するにあたっては、四半期貸借対照表及び四半期損益計算書の開示が

求められていますが、キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の開示は任意となってい

ます。 

当第１四半期決算短信において、キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報を開示した

会社数は、【資料Ⅲ－３】の通りであり、多くの会社がキャッシュ・フロー計算書・セグメント

情報についても開示を行っています。 

 

【資料Ⅲ－３ 添付資料の開示状況】（単位：社） 
 

 
キャッシュ・フロー 

計算書 
セグメント情報 

平成２１年３月期第１四半期 
１，４２３ 

（７９.７％） 

１，１４７ 

（６９.６％） 
（注） 比率の算出については、キャッシュ・フロー計算書については四半期決算短信の開示会社数を分

母とし、セグメント情報については連結財務諸表作成会社数を分母としています。 
また、セグメント情報に関する比率の算出については、すべての項目について開示要件に該当し

ないため記載を省略している旨の記載があるものを含みます。 
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４．注記事項の開示状況 
 
四半期決算短信に記載される注記情報については、「継続企業の前提に関する注記」及び「株

主資本の金額に著しい変動があった場合の注記」について、該当がない場合も含め必須の記載

事項としています。また、その他の注記事項については各上場会社で開示することが有用であ

ると判断し、かつ決算発表のタイミングで開示できるのであれば、併せて開示することは差し

支えないこととしています。 

当第１四半期における注記事項の開示状況は【資料Ⅲ－４】の通りであり、必須としている

事項についてはほとんどの会社について開示が行われており（①＋②）、必須としている事項以

外の情報（法定の四半期報告書において注記が求められている事項など）についても注記とし

て開示している会社も９０社（５.０％）見られました。 

 

【資料Ⅲ－４ 注記事項の開示状況】（単位：社） 
 

① ② ③ 

必須開示事項（継続 

企業注記及び株主資本 

変動注記）を開示 

必須記載事項に加え 

それ以外の情報も 

注記として開示 

注記なし（必須記載事 

項の一部のみを開示 

している場合を含む） 

１，６７８ 

（９４.０％） 

９０ 

（５.０％） 

１７ 

（１.０％） 

 

- 12 - 



Ⅳ その他の開示状況 
 
１．「その他有用な情報」の開示状況 

 
四半期決算短信においては、その添付する資料として、業種や事業内容、組織形態等により

有用と考えられる情報について、各上場会社の実情に応じて開示することも可能となっていま

す。ここで、有用と考えられる情報の具体的な例としては、「生産、受注および販売の状況」や

「四半期説明会資料」、「研究開発費の実績値・予想値」などが挙げられます。 

「その他有用な情報」の開示状況は【資料Ⅳ－１①】の通りであり、「生産、受注および販売

の状況」については、４１９社（２３.５％）と比較的多くの会社が開示していますが、四半期

説明会資料および設備投資、減価償却費、研究開発費等の実績値・予想値を開示している会社

はそれぞれ７３社（４.１％）および１４社（０.８％）と少数にとどまっています。 

また、その他の情報について開示している会社は２８５社（１６.０％）であり、その内容と

しては、【資料Ⅳ－１②】に挙げた通り、多岐にわたっています。 
 
【資料Ⅳ－１① 「その他有用な情報」の開示状況】（単位：社） 
 

生産、受注及び 

販売の状況（注１） 

四半期説明会資料 

（注２） 

設備投資、減価償却

費、研究開発費など 
その他の情報 

４１９ 

（２３.５％） 

７３ 

（４.１％） 

１４ 

（０.８％） 

２８５ 

（１６.０％） 

（注１）「生産・受注および販売の状況」の一部のみが開示されている場合を含みます。 
（注２）決算発表日後３日以内に開示された事例について集計しています。 

 

【資料Ⅳ－１② 「その他の情報」の開示例】 
 

・ 売上高明細表（事業分野別、品目別など） 

・ 重要な事業の状況・経過に関する説明 

・ 従業員の状況（従業員数など） 

・ 前年同四半期比較資料（増減分析資料など） 

・ 損益に関する基礎データ（会員数の推移、為替レート、原料単価など） 

・ 事業等のリスクの説明 

・ 経営指標 

 
 

以  上 
 

 

 
【 本 件 に 関 す る お 問 合 せ 先 】 

株式会社 東京証券取引所 
上場部 上場会社担当 

電 話： （０３）３６６６－０１４１（代表） 
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